
今後の住宅政策の在り方検討調査業務委託仕様書

１ 目的・概要

兵庫県では人口減少に加え、世帯数の減少が進む中、各地域の特性、居住者のニーズを

踏まえたこれからの住まい・住環境のあり方について検討が必要になっている。

一方、国においても住生活基本計画（全国計画）の改定に向けた検討・審議が令和６年

度から始まっており、その内容を的確に捉え、本県の住宅施策に反映させる必要がある。

このような状況を踏まえ、本業務では、令和５年住宅・土地統計調査及び令和５年住生

活総合調査の県独自集計をはじめとしたデータの分析などの各調査、基礎資料の作成を行

い、「兵庫県住生活基本計画」、「兵庫県高齢者居住安定確保計画」及び「兵庫県住宅確保

要配慮者向け賃貸住宅供給促進計画」（以下「兵庫県住生活基本計画等」という。）の改定

素案策定に向けた問題点・課題の抽出、兵庫県の特性を踏まえた新たな施策の方向性を整

理することを目的とする。

なお、この度の改定では、兵庫県住生活基本計画等の３の計画を１に統合することを前

提とする。

２ 業務委託の内容

(1) 今後の住生活の在り方検討のための各種調査及び基礎資料の作成

ア 情報収集

以下の視点等から住生活基本計画（全国計画）、都道府県の住生活基本計画、高齢

者居住安定確保計画及び住宅確保要配慮者向け賃貸住宅供給促進計画等を対象にし

た情報の収集、分析、整理を行う。

なお、国の社会資本整備審議会 住宅宅地分科会において審議・検討されている、

住生活基本計画（全国計画）の見直しに関する内容を把握し、検討すべき事項の提案

や各種調査・改定素案の内容等に的確に反映させること。

(ｱ) 住生活基本計画、高齢者居住安定確保計画及び住宅確保要配慮者向け賃貸住宅供

給促進計画の統合

(ｲ) 住宅・住環境の現状や課題の認識等

(ｳ) 住宅・住環境の特徴的、先進的な取組・施策

(ｴ) 子育て世帯、高齢者、住宅確保要配慮者など居住者の属性に応じた住宅ストック

の現状、居住ニーズ及び居住サービス

(ｵ) 住宅、居住サービス等を供給・提供する事業者の動向

(ｶ) 各種取組・施策の成果指標、観測・実況指標の設定

イ 統計調査結果の収集・分析による社会経済情勢の変化の把握

(ｱ) 各種統計調査結果の収集・分析

国勢調査、住宅・土地統計調査、住生活総合調査をはじめとする国の各種統計調

査や県の独自調査等から兵庫県の住宅・住環境を取り巻く現状や課題を把握し、そ

の分析を行う。



a 今回集計事項の提案

アの結果を踏まえて、検討すべき事項の現状・問題点を明らかにするために必

要となる集計表の整理を行うとともに、集計項目の検討・提案を行う。また、こ

れまで県が実施してきた集計項目の再検討を行い、集計を継続すべき項目と廃止

すべき項目について検討・提案を行う。

b 集計、検討すべき事項の分析

a で提案したものを含む集計項目について、集計を行う。また、設定された検

討事項ごとに集計結果の分析を行い、その原因や経年変化、他地域との比較など

の分析を行う。また、市町別、地域別データの集計を行い、地域ごとの特性や課題

等の分析を行う。

(ｲ) 令和５年住宅・土地統計調査及び住生活総合調査の県独自集計・分析

総務省が実施した令和５年住宅・土地統計調査及び国土交通省が実施した令和５

年住生活総合調査のデータを本県独自の観点で集計、分析し、兵庫県の住宅事情（特

性や課題等）を明らかにする。

なお、独自集計する統計表は別添のとおりとする。住生活総合調査については、

委託者と協議の上、必要な集計、分析を行う。

(2) 兵庫県住生活基本計画等の改定計画素案の策定に向けた検討支援

ア 検討会資料の作成

住宅審議会及び県が令和７年７月に設置予定の小委員会で必要な資料を作成する。

なお、住宅審議会等での議論を的確に反映させるため、担当者が会議に出席すること

（令和７年度は住宅審議会２回、小委員会３回程度を予定。）。

イ 改定計画素案の作成

(1)の調査結果及び基礎資料並びに検討会における意見等を踏まえ、計画の目標、

課題、施策を整理した計画素案及び関連資料を作成する。

【業務分担率】

項目 業務分担率

県 受託者

基礎資料等の作成 情報収集 １ ９

統計調査分析 ３ ７

改定計画素案策定 検討会資料の作成 ８ ２

改定計画素案の作成 ８ ２

※業務分担率については、県と受託者の協議の上、変更する場合がある。

３ 留意事項

(1) 業務実施体制

本業務の実施に当たっては、計画ごとに主任担当者を配置するとともに、「県営住宅

整備・管理計画の見直し等策定業務」との連携を図るため、両業務を総括する担当者を

配置すること。



(2) 国から提供を受けた調査票情報の取扱いについて

住宅・土地統計調査及び住生活総合調査の調査票利用に際し、統計法（平成 19 年法

律第 53 号）第 42 条及び第 43 条の規定を遵守し、適正に管理するとともに秘密の遺漏

のないよう特に取扱いを厳重に注意し、以下に掲げる事項を厳守すること。

ア 契約書及び仕様書に記載した内容の利用に限定する。

イ 秘密保持の義務を守る。

ウ 調査票情報の適正な管理を行う。

エ 調査票情報の転写、貸与及び提供は行わない。

オ 業務の再委託を行う場合は、発注者が行う統計法 33 条の申出手続に協力し、必要

な資料を提供する。

カ 調査票情報等の利用状況について、必要に応じて検査を受ける。

キ 事故又は災害発生時は報告を行う。

ク 利用期間終了後、集計等に用いた調査票情報等及び中間成果物のすべてを速やかに

廃棄し、その措置について報告する。

ケ 違反した場合は、契約を解除し、調査票情報等を速やかに返却する等、兵庫県から

の指示に従う。

コ その他必要な事項については、誠意誠実をもって対応する。

【参考：統計法（平成 19年法律第 53号）抜粋】

（調査票情報等の提供を受けた者による適正な管理）

第四十二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情報を適正に管理するため

に必要な措置として総務省令で定めるものを講じなければならない。

一 第三十三条第一項又は第三十三条の二第一項の規定により調査票情報の提

供を受けた者 当該調査票情報

二 第三十六条第一項の規定により匿名データの提供を受けた者 当該匿名デ

ータ

２ 前項の規定は、同項各号に掲げる者から当該各号に定める情報の取扱いに関す

る業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者について準

用する。

（調査票情報の提供を受けた者の守秘義務等）

第四十三条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務に関して知り得た個人

又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。

一 前条第一項第一号に掲げる者であって、同号に定める調査票情報の取扱いに

従事する者又は従事していた者 当該調査票情報を取り扱う業務

二 前条第一項第一号に掲げる者から同号に定める調査票情報の取扱いに関す

る業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事

していた者 当該委託に係る業務

２ 第三十三条第一項若しくは第三十三条の二第一項の規定により調査票情報の

提供を受けた者若しくは第三十六条第一項の規定により匿名データの提供を受



けた者又はこれらの者から当該調査票情報若しくは当該匿名データの取扱いに

関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者若しく

は従事していた者は、当該調査票情報又は当該匿名データをその提供を受けた目

的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。

４ 成果品

(1) 今後の住宅政策のあり方検討調査業務報告書 ···················· １部

(2) 令和５年住宅・土地統計調査及び令和５年住生活総合調査の県独自集計結果

※ (1)、(2)ともデジタルデータ（ＰＤＦ形式及びワード、エクセルなど編集可能な形式）

を DVD-R等の媒体に入れて提出すること。

５ その他

(1) この仕様書に定めのない事項及び疑義等が生じた場合は、協議の上決定する。

(2) 本業務に必要な資料のうち、発注者の保持するものについては、これを貸与するもの

とし、受注者は作業の終了時又は発注者の請求があった場合には、これを速やかに返

却するものとする。

(3) 本業務の実施に当たっては、最高の技術をもって誠実に行わなければならない。

(4) 受注者は、受注者の保持する資料の活用に最大限努めるものする。

(5) 受注者は、本業務に関する一切の秘密保持に努めるものとし、委託業務の処理に伴い

発生した著作権その他の権利はすべて発注者に帰属するものとする。納入される成果

物に第三者が著作権、肖像権その他の権利を有する著作物が含まれる場合、受託者は、

当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾等に関わる一切の手続きを行う。

(6) 本業務の履行期限は、令和８年３月 31 日とする。


